
佐世保市消防設備点検、消防設備保守点検業務の業者指名及び再委託に

関する事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、佐世保市が発注する消防設備点検業務の発注基準につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）、佐世保市財務規則（昭和４４年規則第９号）、佐世保市財務

規則事務取扱要領（平成１７年９月８日実施）、佐世保市業務委託の契約事務

に関する基幹要綱（平成２５年１０月２日施行。以下「基幹要綱」という。）

その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「消防設備点検業務」とは、消防法（昭和２３年法

律第１８６号。以下、「法」という。）第１７条第１項に基づき、市が管理す

る施設、敷地等（以下「施設等」という。）において、消防設備を適正に維持

するために行う消防設備点検業務及びこれに付随する保守業務をいう。 

２ この要綱において「消防設備士」とは、消防法第１７条の７に規定する消

防設備士免状の交付を受けた者をいう。 

３ この要綱において「消防設備点検資格者」とは、消防法施行規則（昭和３

６年自治省令第６号）第３１条の６第６項に規定する消防設備点検資格者を

いう。 

（発注基準） 

第３条 市は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法

律第２０号）第２条第１項に規定する特定建築物に係る消防設備点検業務を

発注する場合は、業務を統括する消防設備士が１人以上在籍する事業者を指

名しなければならない。 

（再委託） 

第４条 消防設備点検業務の再委託（以下「再委託」という。）は、次項各号に

掲げる施設に係る消防設備点検業務であって、基幹要綱第３２条第２項に規

定する再委託申請書に基づき、認定を受けた場合に限り、行うことができる

ものとする。 

２ 再委託を行うことができる施設は、次に掲げる施設とする。 

⑴ 佐世保市役所本庁舎及びその附属施設 



⑵ すこやかプラザ及びその附属施設 

⑶ 小学校及び中学校。ただし、業務期間を指定し、地区ごとに複数校をま

とめて発注する場合に限る。 

⑷ 業務期間を指定して発注する業務で、施設の規模等から期間内に業務が

完了しないと発注課が認めたもの。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月２３日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年３月１０日から施行する。 

２ 改正後の規定は、令和７年度以後に締結する契約について適用し、令和６

年度以前に締結した契約については、なお従前の例による。 


